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　本頁以降では、「銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長
官が別に定める事項」（平成19年金融庁告示第15号、いわゆる「バーゼルⅡ第3の柱（市場規律）」に基づく開示）により定
められた開示項目を記載しております。

定性的開示事項
◆ 連結の範囲に関する事項

●連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団に属する会社と連結財務諸表規則に基づく連結の範囲に含まれる
　会社との相違点

　連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団（以下、「連結グループ」という。）に属する会社と、連結財務諸
表規則に基づく連結の範囲に含まれる会社に相違点はございません。

●連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容

　連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容につきましては、資料編
連結情報62頁に記載の「子会社等の情報」を参照願います。

●自己資本比率告示第9条または第32条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関
　連法人等の名称及び主要な業務の内容

　該当ありません。

●自己資本比率告示第8条第1項第2号イからハまで又は第31条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象と
　なる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容

　該当ありません。

●銀行法第16条の2第1項第11号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの及び同項第12号に掲げる会社であって、
　連結グループに属していない会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容
　
　該当ありません。

●連結グループ内の資金及び自己資本の移動にかかる制限等の概要

　該当ありません。

◆ 自己資本調達手段の概要 ［平成21年3月末］

自己資本調達手段の種類 数量 概要

基本的項目 普通株式 95,099,631株 権利内容になんら限定のない当行における標準
となる株式

補完的項目

劣後特約付借入金 4,500,000,000円
・ステップアップ金利特約付
・期間10年（期日一括返済）
ただし、5年目の月の利払日に、金融庁の承
認を条件に繰上償還が可能

劣後特約付社債 1,200,000,000円
・ステップアップ金利特約付
・期間10年（期日一括返済）
ただし、5年目以降の各利払い日に、金融庁
の承認を条件に繰上償還が可能

◆ 自己資本の充実度に関する評価方法の概要

　資本金をはじめとする自己資本は、銀行がさらされているリスクが損失として顕在化した場合の最終的な受け皿となる
ことから、当行では、主要なリスク（信用リスク、市場リスク等）を定量的に把握した上で、これらのリスク量の合計が、
自己資本を基準に設定したリスク許容限度額の範囲に収まるよう、経営陣で構成する月次のALM委員会において管理して
おります。
　これにより、自己資本の充実度を自ら評価することで健全性の確保に努めるとともに、資産負債のバランスを適切にコ
ントロールすることにより、リスクに見合った収益を確保するよう努めております。
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◆ 信用リスクに関する事項

●リスク管理の方針及び手続きの概要

【信用リスク管理の基本方針】
　信用リスクとは、お取引先の倒産や経営悪化等を原因として、貸出金の元本や利息等債権の回収が困難となり、銀行
が損失を被るリスクを言います。
　当行では、リスクの分散を基本とし、リスクに見合った収益力ある与信ポートフォリオの構築を目指した信用リスク
管理を行っております。
（個別案件の審査判断）
　お取引先へのご融資の審査判断については、内部基準で定められた決裁権限により、比較的リスクが大きいご融資は
本部の審査専門部署や経営による審査判断が実施される態勢としております。
（信用リスクの定量的把握）
　当行では、財務内容やご返済の状況等の信用度に応じてお取引先を区分する信用格付を実施しており、格付区分毎の
リスクの状況に基づいて信用リスクを定量的に把握しております。
　具体的には、バリュー・アット・リスク（VaR）により信用リスク量を計測しており、信頼区間99.0％、保有期間1年
として算出された最大損失から、平均的に発生が予想される期待損失（EL）を差し引いた値（＝非期待損失、UL）を
信用リスク量として認識しております。
　信用リスク量の計測は四半期ごとに実施しており、計測したリスク量については、他のリスク量と合算のうえALM
委員会で管理しております。

【貸倒引当金の計上基準】
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀
行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間
における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、
今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及
び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し
ております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債
務者に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査
部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

●標準的手法が適用されるポートフォリオについて、リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

　自己資本比率算出におけるリスク･ウェイトの判定にあたっては、内部管理との整合性を考慮するとともに、格付の
客観性を確保するため、株式会社日本格付研究所、及び株式会社格付投資情報センターの2社が公表する格付を採用し
ております。

◆ 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

【信用リスク削減手法】
　当行が抱えるお取引先の信用リスクを軽減する方法として、主に不動産や有価証券、預金、手形などを担保とする方
法や、保証機関等の保証による方法などを実施しております。
　担保の評価については、内部基準に評価方法等を定め、定期的に評価の見直しを実施する態勢としております。
　また、担保としていないお取引先の自行預金については、お取引先が貸出金等の期限到来、期限の利益喪失などによ
り債務の履行をしなければならない場合、預金の期限が未到来であっても貸出金等と対当の金額まで債権債務を消滅さ
せる措置を行っております。
　なお、自己資本比率の算出においては、「信用リスク削減手法」として「包括的手法」を採用しております。

◆ 派生商品取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要
　当行では、主に自行が保有する金利リスク及び為替リスクをヘッジすることを目的に、金融機関を相手方とする派生
商品取引を行っており、取引の実施にあたっては、特定の先のみに取引が偏ることのないよう配慮しております。
　また上記のほか、外貨預金やインパクトローン取引において、お客様の円利回りを確定させるための派生商品取引を
行っており、当該取引に係る信用リスクについては、円貨与信取引と一体で管理しております。

◆ 証券化エクスポージャーに関する事項

●リスク管理の方針及び手続きの概要

　当行では、有価証券運用の一環として、金銭債権を証券化した債券を保有しておりますが、今後は新たな投資を行わ
ない方針としております。現在保有する証券化商品は他の一般の債券と一体でリスク管理を行っております。
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●証券化エクスポージャーについて、信用リスク･アセットの額の算出に使用する方式の名称

　証券化エクスポージャーの信用リスク･アセット額の算出には「標準的手法」を使用しております。

●証券化取引に関する会計方針

　当行が投資家として保有する証券化商品については、金融商品会計基準に従って適切な会計処理を行っております。

●証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク･ウェイト判定に使用する適格格付機関の名称

　証券化エクスポージャーのリスク･ウェイトの判定にあたっては、株式会社日本格付研究所、及び株式会社格付投資
情報センターの2社が公表する格付を採用しております。

◆ オペレーショナル・リスクに関する事項

●リスク管理の方針及び手続の概要

【オペレーショナル・リスク管理体制】
　オペレーショナル・リスクとは、内部プロセス・システム・人が不適切であることもしくは機能しないこと、又は外
部要因に起因するリスクの総称であり、当行では、リスク要因の種類により①事務リスク②システムリスク③その他オ
ペレーショナル・リスク（法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスク）に区分し管理しております。
　オペレーショナル・リスクの管理にあたっては、取締役会が策定する統合的リスク管理方針（リスク管理規程）に基
づき、リスクの区分ごとに主管部署を明確にし、当該主管部署ごとにリスク管理態勢の堅確化に努める体制としており
ます。
　また、統合リスク管理における各リスクの定量的な把握においては、自己資本比率算出におけるオペレーショナル・
リスク相当額をオペレーショナル・リスク量として認識しております。

【オペレーショナル・リスクの管理方針及び管理手続】
　オペレーショナル・リスクについては、管理態勢の堅確化及び検査・監査の実施等により、リスク要因の顕在化を抑
制することを基本方針としております。
　各所管部署ではこの方針に基づき、規程等のマニュアル類を常に適切な状態に維持するとともに、事故等の発生状況
について検証を行い、必要に応じ研修指導を実施するなど、リスク要因顕在化の抑制に努めております。

●オペレーショナル･リスク相当額の算出に使用する手法の名称

　自己資本比率算出におけるオペレーショナル･リスク相当額の算出にあたっては、「基礎的手法」を採用しております。

◆ 出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

　当行では、配当収入及び値上り益の獲得、並びに有価証券ポートフォリオにおける金利リスクの相殺を主な目的とし
て株式等への投資を行っており、投資金額については、先行きの金利や株価等の見通しと価格変動リスクの影響等を考
慮し、期初のALM委員会において決定するほか、月次のALM委員会においても、リスクの状況等に応じ随時見直しを
行う体制としております。
　株式等の価格変動リスクについては、債券を含む投資有価証券全体について、株価や市場金利等の各リスク要因間の
相関を考慮したうえで、市場部門のリスク量として一体で計測しております。市場部門のリスク量はバリュー・アッ
ト・リスク（VaR）により計測しており、信頼区間は99.0％、保有期間は他の主要なリスク（信用リスク、金利リスク
等）との統一性を考慮し、債券、株式等とも240日（1年間）としております。
　計測した市場部門のリスク量は、他のリスク量と合算のうえALM委員会において管理しております。
　株式等の評価については、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものに
ついては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについて
は移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部
純資産直入法により処理しております。
　また、株式等について会計方針等を変更した場合は、財務諸表等規則第8条の3に基づき、変更理由や影響額について
財務諸表の注記に記載しております。
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◆ 銀行勘定における金利リスクに関する事項

●リスク管理の方針及び手続の概要

【リスク管理の方針】
　銀行は、お客様の多様な運用調達ニーズにお応えし、また、自らの金利観に基づいて有価証券運用を行う結果、資金
の運用調達期間のバランスに不一致が生じるため、将来金利が変動した場合には利鞘が変動するリスクを負っています。
　当行では、このような銀行勘定における金利リスクについても、統計的な手法により定量的に把握しており、月次で
計測したリスク量は、他のリスク量と合算のうえALM委員会で管理しております。

【手続きの概要】
　各種リスクを適切にコントロールするため、取締役会において統合的リスク管理方針を決定しており、同方針に基づ
いて自己資本を基準とする銀行全体のリスク許容限度額を定めております。
　月次開催のALM委員会では、定量的に把握した各種リスク量の合計が、上記のリスク許容限度額に収まるよう管理
しており、各種リスクと収益との状況を考慮した上で、必要に応じ金利リスクの低減手法を導入しリスクコントロール
を図る一方、新たなリスクテイクの方針を決定するなど、機動的かつ効率的な業務運営に努めております。

●金利リスクの算定手法の概要

　銀行勘定における金利リスクのうち投資有価証券に係るリスクについては、「出資等又は株式等エクスポージャーに
関するリスク管理の方針及び手続の概要」（76頁）に記載の通り、市場部門のリスク量として一体で計測しております。
　その他の銀行勘定における金利リスクについては、バリュー・アット・リスク（VaR）により計測しており、信頼区
間は99.0％、保有期間は他の主要なリスク（信用リスク、価格変動リスク等）との統一性を考慮し240日（1年間）とし
ております。
　管理方法や計量化手法の妥当性、有効性については、バックテスティングやストレステストの実施により半期毎に検
証を行っており、リスク管理の実効性を確保するよう努めております。
　なお、リスク量の計測にあたっては、要求払預金のうち以下の定義による金額をコア預金として認識しております。
　又、預金、貸出金については、原則として契約上の期日まで取引が継続されることを前提にリスク量を計測しており
ます。

（コア預金の定義）
　要求払預金の各科目単位で、⒜過去5年の最低残高、⒝過去5年の最大年間流出量を現残高から差し引い
た残高（ただし0を下回らない）、⒞現残高の50%相当額、のうちいずれか最小の額を算出し、全科目の当
該最小の額の合計額をコア預金残高としております。
　又、残存期間については、最長5年、平均2.5年となる月次均等償還の預金として満期を認識しております。
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定量的開示事項
◆ 自己資本の構成に関する事項及び自己資本比率及び基本的項目比率

　自己資本の構成の内訳、及び自己資本比率、基本的項目比率につきましては、資料編56頁に記載の「単体自己資本比率
［国内基準］」、及び73頁に記載の「連結自己資本比率［国内基準］」を参照願います。

◆ 自己資本の充実度に関する事項

　　　●所要自己資本の額

単体 ［単位：百万円］

項目 所要自己資本額
平成19年度末 平成20年度末

Ⅰ 資産（オン・バランス）項目信用リスク･アセット 11,272  11,553 
1. 現金 －  － 
2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け －  － 
3. 外国の中央政府及び中央銀行向け  －   － 
4. 国際決済銀行等向け  －   －  
5. 我が国の地方公共団体向け  －   － 
6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け  －   －  
7. 国際開発銀行向け  －  －  
8. 地方公営企業等金融機構向け  －  1 
9. 我が国の政府関係機関向け 64  85 

10. 地方三公社向け  －  －  
11. 金融機関及び証券会社向け 445  574 
12. 法人等向け 4,436  4,419 
13. 中小企業等向け及び個人向け 1,725 1,829  
14. 抵当権付住宅ローン 984  902 
15. 不動産取得等事業向け 1,975  2,214 
16. 三月以上延滞等 283  190 
17. 取立未済手形  －   － 
18. 信用保証協会等による保証付 244  203 
19. 株式会社産業再生機構による保証付  －  － 
20. 出資等 429  366 
21. 上記以外 675  763 
22. 証券化（オリジネーターの場合）  －   － 
23. 証券化（オリジネーター以外の場合） 6  1 
24. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産  －   － 

Ⅱ オフ･バランス取引等項目信用リスク･アセット 322  245 
1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント  －  －  
2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 1  － 
3. 短期の貿易関連偶発債務  －   － 
4. 特定の取引に係る偶発債務 13  18 
(うち経過措置を適用する元本補てん信託契約）  －  － 
5. ＮＩＦ又はＲＵＦ  －  －  
6. 原契約期間が1年超のコミットメント 1  1 
7. 内部格付手法におけるコミットメント  －  －  
8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 263  178 

(うち借入金の保証) 29  25 
(うち有価証券の保証)  －   － 
(うち手形引受)  －  －  
(うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約)  －   －  
(うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供)  －   －  

9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除後)
買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除前) － －
控除額(△)

10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 2  1 
11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 32  38 
12. 派生商品取引 7  6 

(1)外為関連取引  －   －  
(2)金利関連取引 7  6 
(3)金関連取引  －   －  
(4)株式関連取引  －   －  
(5)貴金属(金を除く)関連取引 －  －  
(6)その他のコモディティ関連取引 － － 
(7)クレジット・デリバティブ取引（カウンター・パーティー・リスク） － － 
一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果(△) － － 

13. 長期決済期間取引 － － 
14. 未決済取引 － － 
15. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス － － 
16. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー － － 

Ⅲ オペレーショナル･リスク相当額 981  970 
合計（総所要自己資本額） 12,576  12,769 
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連結 ［単位：百万円］

項目
所要自己資本額

平成19年度末 平成20年度末
Ⅰ 資産（オン・バランス）項目信用リスク･アセット 11,371  11,646 

1. 現金 － －
2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け － －
3. 外国の中央政府及び中央銀行向け － －
4. 国際決済銀行等向け － －
5. 我が国の地方公共団体向け － －
6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け － －
7. 国際開発銀行向け － －
8. 地方公営企業等金融機構向け － 1
9. 我が国の政府関係機関向け 64  85 

10. 地方三公社向け － －
11. 金融機関及び証券会社向け 445  574 
12. 法人等向け 4,385  4,379 
13. 中小企業等向け及び個人向け 1,612  1,730 
14. 抵当権付住宅ローン 984  902 
15. 不動産取得等事業向け 1,975  2,214 
16. 三月以上延滞等 283  190 
17. 取立未済手形 － －
18. 信用保証協会等による保証付 244  203 
19. 株式会社産業再生機構による保証付 － －
20. 出資等 429  361 
21. 上記以外 938  1,001 
22. 証券化（オリジネーターの場合） － －
23. 証券化（オリジネーター以外の場合） 6  1 
24. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産 － －

Ⅱ オフ･バランス取引等項目信用リスク･アセット 321  245 
1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント － －
2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 1 －
3. 短期の貿易関連偶発債務 － －
4. 特定の取引に係る偶発債務 13  18 
(うち経過措置を適用する元本補てん信託契約） － －
5. ＮＩＦ又はＲＵＦ － －
6. 原契約期間が1年超のコミットメント 1  1 
7. 内部格付手法におけるコミットメント － －
8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 262  178 

(うち借入金の保証) 28  25 
(うち有価証券の保証) － －
(うち手形引受) － －
(うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約) － －
(うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供) － －

9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除後)
買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除前) － －
控除額( △ )

10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 2  1 
11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 32  38 
12. 派生商品取引 7  6 

(1) 外為関連取引 － －
(2) 金利関連取引 7  6 
(3) 金関連取引 － －
(4) 株式関連取引 － －
(5) 貴金属（金を除く） 関連取引 － －
(6) その他のコモディティ関連取引 － －
(7) クレジット・デリバティブ取引（カウンター・パーティー・リスク） － －
一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果( △ ) － －

13. 長期決済期間取引 － －
14. 未決済取引 － －
15. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス － －
16. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー － －

Ⅲ オペレーショナル･リスク相当額 1,049  1,032 
合計（総所要自己資本額） 12,742  12,925 
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◆ 信用リスクに関する事項

　　　●信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高、及び3ヵ月以上延滞エクスポージャーの期末残高
　　　　（業種別、地域別、残存期間別）

［単位：百万円］

信用リスク・エクスポージャー期末残高

うち
3ヵ月以上延滞

エクスポージャー

うち 貸出金、コミット
メント及びその他の
デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

うち
債　券

うち
デリバティブ取引

平成
19年度末

平成
20年度末

平成
19年度末

平成
20年度末

平成
19年度末

平成
20年度末

平成
19年度末

平成
20年度末

平成
19年度末

平成
20年度末

製 造 業 44,509  53,960 40,110  49,518 1,000  1,498 ─ ─ 348  574 

農 業 2,355  2,825 2,355  2,825 ─ ─ ─ ─ ─  31 

林 業 272  246 272  246 ─ ─ ─ ─ 21  20 

漁 業 701  703 701  703 ─ ─ ─ ─ ─ ─

鉱 業 882  973 787  913 ─ ─ ─ ─ ─ ─

建 設 業 46,498  43,067 45,367  42,894 1,000 ─ ─ ─ 702  1,293 

電気・ガス・熱供給・水道 10,715  6,390 5,231  5,428 5,021  502 ─ ─ ─ ─

情 報 通 信 業 2,474  3,742 2,066  3,359 ─ ─ ─ ─ 11  37 

運 輸 業 13,155  12,607 8,195  9,957 4,149  2,043 ─ ─ 40  169 

卸 ･ 小 売 業 56,154  55,175 55,423  53,722 ─  1,000 ─ ─ 2,806  810 

金 融 保 険 業 119,067  117,634 24,041  23,345 53,377  52,873 161  111 ─ ─

不 動 産 業 55,546  59,289 54,312  59,019 1,000 ─ ─ ─ 537  535 

各 種 サ ー ビ ス 74,246  74,598 73,518  71,250 512  3,002 ─ ─ 812  949 

政 府 ・ 地 方 公 共 団 体 76,559  82,019 34,758  35,117 41,599  46,852 201  49 ─ ─

個 人 103,330  101,712 103,330  101,712 ─ ─ ─ ─ 1,160  975 

そ の 他 52,189  52,538 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

業 種 別 計 658,658  667,486 450,472  460,016 107,662  107,773 363  161 6,443  5,399 

国 内 649,308 658,167 450,472 460,016 98,477 98,686 363 161 6,443 5,399

国 外 9,349 9,318 ─ ─ 9,184 9,087 ─ ─ ─ ─

地 域 別 計 658,658 667,486 450,472 460,016 107,662 107,773 363 161 6,443 5,399

1 年 以 下 144,416  146,190 115,845  113,430 2,918  7,296 28  15 

1 年 超 3 年 以 下 116,762  104,118 85,264  87,412 31,434  16,675 63  30 

3 年 超 5 年 以 下 114,611  133,618 71,813  76,239 32,523  47,204 177  77 

5 年 超 10 年 以 下 101,494  104,326 76,051  80,764 25,348  23,525 94  37 

1 0 年 超 1 5 年 以 下 48,427  46,136 32,990  33,063 15,437  13,072 ─ ─

1 5 　 年 　 超 28,251  31,015 28,251  31,015 ─ ─ ─ ─

期間の定めのないもの 104,694  102,079 40,255  38,088 ─ ─ ─ ─

残 存 期 間 別 計 658,658  667,486 450,472  460,016 107,662  107,773 363  161 

（注）本項目以降については、単体の内容が連結の大部分を占めることから、連結については記載を省略しております。
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● 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リ
スク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果
を勘案した後の残高

●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減（部分直接償却前）

（個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳）

●業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額

［単位：百万円］

［単位：百万円］

［単位：百万円］

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

一 般 貸 倒 引 当 金
平 成 19 年 度 1,900 762 1,042 1,620
平 成 20 年 度 1,620 397 815 1,202 

個 別 貸 倒 引 当 金
平 成 19 年 度 9,783 2,156 4,128 7,811
平 成 20 年 度 7,811 2,121 1,867 8,065 

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度

国 内 計 9,783 7,811 2,156 2,121 4,128 1,867 7,811 8,065 
国 外 計 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
地 域 別 合 計 9,783 7,811 2,156 2,121 4,128 1,867 7,811 8,065 
製 造 業 2,673 718 168 499 2,123 74 718 1,143 
農 業 48 50 2 0 ─ 0 50 50 
林 業 45 46 0 ─ ─ 1 46 44 
漁 業 109 19 ─ ─ 90 1 19 18 
鉱 業 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
建 設 業 2,996 3,401 965 710 560 586 3,401 3,525 
電気・ガス・熱供給・水道 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
情 報 通 信 業 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
運 輸 業 50 54 10 41 6 1 54 94 
卸 ･ 小 売 業 531 992 615 148 154 302 992 838 
金 融 保 険 業 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
不 動 産 業 1,144 684 111 56 571 152 684 588 
各 種 サ ー ビ ス 1,840 1,435 144 615 549 697 1,435 1,353 
政 府・ 地 方 公 共 団 体 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
個 人 331 395 137 47 72 48 395 394 
そ の 他 12 13 0 0 ─ ─ 13 13 
業 種 別 計 9,783 7,811 2,156 2,121 4,128 1,867 7,811 8,065 

貸出金償却
平成19年度 平成20年度

製 造 業 149 457
農 業 2 0
林 業 0 △ 1
漁 業 47 ─
鉱 業 ─ ─
建 設 業 997 386
電気・ガス・熱供給・水道 ─ ─
情 報 通 信 業 ─ ─
運 輸 業 4 41
卸 ･ 小 売 業 620 △ 52
金 融 保 険 業 ─ 0
不 動 産 業 △ 49 △ 8
各 種 サ ー ビ ス 112 567
政 府 ・ 地 方 公 共 団 体 ─ ─
個 人 130 18
そ の 他 △ 224 △ 373
業 種 別 計 1,791 1,036

［単位：百万円］

エクスポージャーの額
平成19年度末 平成20年度末

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
0％ 1,201 122,839  49  138,147 

10％ ─ 77,291 ─  72,856 
20％ 81,295 1  74,096 ─
35％ ─ 70,330 ─  64,457 
50％ 16,375 639  23,015  860 
75％ ─ 56,534 ─  59,872 

100％ 16 184,980  2,126  188,539 
150％ ─ 3,573 ─  1,887 
350％ ─ ─ ─ ─

自己資本控除 ─ ─ ─ ─
合　計 98,889 516,191  99,289  526,621 
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◆ 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

◆ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

イ、与信相当額の算出に用いる方式

　金利スワップ等の派生商品取引の与信相当額はカレン
ト・エクスポージャー方式にて算出しております。

ロ 、 グロス再構築コストの額（零を下回らないものに限る。）
の合計額

ニ 、グロス再構築コストの額及びグロスのアドオンの合
計額から担保による信用リスク削減手法の効果を勘案
する前の与信相当額を差し引いた額

　差し引いた額はゼロとなります。

ホ、信用リスク削減手法に用いた担保の種類及び金額

　派生商品取引において担保の受入を行っている取引
はありません。

ヘ 、担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後
の与信相当額

ハ、を参照してください。

ト 、与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバ
ティブの想定元本額

　該当ありません。

チ 、信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いて
いるクレジット・デリバティブの想定元本額

　該当ありません。

［単位：百万円］

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

平成19年度末 平成20年度末
現 金 及 び 自 行 預 金 12,232  11,418 
金 ─ ─
適 格 債 券 24,300  24,275 
適 格 株 式 289  210 
適 格 投 資 信 託 ─ ─

適格金融資産担保合計 36,822  35,904 
適 格 保 証 27,439  19,571 
適格クレジット・デリバティブ ─ ─

適格保証、適格クレジット・デリバティブ合計 27,439  19,571 

［単位：百万円］

種類及び取引の区分
平成19年度末 平成20年度末

与信相当額 与信相当額

派生商品取引 362 160
外国為替関連取引及び金関連取引 201 49
金利関連取引 161 111
株式関連取引 ─
貴金属関連取引（金関連取引を除く） ─
その他のコモディティ関連取引 ─

クレジット・デリバティブ ─
合　計 362 160

◆ 証券化エクスポージャーに関する事項

● 銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

　　該当ありません。

● 銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項

（１）　 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原
資産の種類別の内訳

（２）　 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェ
イトの区分ごとの残高及び所要自己資本額

（３）　 自己資本比率告示第二百四十七条の規定により自
己資本から控除した証券化エクスポージャーの額
及び原資産の種類別の内訳

　　該当ありません。

（４）　 自己資本比率告示附則第十五条の適用により算出
される信用リスク・アセットの額

　　該当ありません。

［単位：百万円］

［単位：百万円］

平成19年度末 平成20年度末

ショッピングクレジット・
カード債権 800 130

合　計 800 130

平成19年度末 平成20年度末

残高 所要自己資本額 残高 所要自己資本額

0% ─ ─ ─ ─
20% 800 6 130 1 
50% ─ ─ ─ ─

100% ─ ─ ─ ─
自己資本控除 ─ ─ ─ ─

合　計 800 6 130 1 

　グロス再構築コストの額は11百万円です。

ハ、担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額
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◆ 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済価値の増減額

◆ 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
●貸借対照表計上額

（１）　出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等

●貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 

　　該当ありません。 

［単位：百万円］

平成19年度末 平成20年度末
貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

上 場 し て い る 出 資 等 又 は 株 式 等
エクスポージャーの貸借対照表計上額 7,814 5,967

上記に該当しない出資等又は株式等
エクスポージャーの貸借対照表計上額 803 915

合　計 8,618 6,882

平成19年度末 平成20年度末
金利ショックに対する経済価値の増減額（VaR） 6,112百万円 6,060百万円

信頼区間 99.0％　保有期間 240日
観測期間 1200日

うち円貸 6,112百万円 うち円貸 6,060百万円
うち外貸 －百万円 うち外貸 －百万円

（２）　子会社・関連会社株式の貸借対照表計上額等
［単位：百万円］

貸借対照表計上額
平成19年度末 平成20年度末

子 会 社 ・ 子 法 人 等 3 117
関 連 法 人 等 ─ ─

合　計 3 117

●出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
［単位：百万円］

平成19年度末 平成20年度末
売 却 損 益 額 546 △ 1,713
償 却 額 3 46

●貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 
［単位：百万円］

平成19年度末 平成20年度末
評 価 損 益 の 額 △ 2,228 △ 2,728

〔                           〕
（注） 外貨のVaRは、銀行勘定における外貨の資産または負債に占める割合が5％未満であるため、計測しておりま

せん。

バーゼルⅡ第3の柱（市場規律）に基づく開示バーゼルⅡ第3の柱（市場規律）に基づく開示




